






 

 妊産婦の健康管理を行ない母子の健康を守り先天異常時の出生を防止するた

めに,従来は妊婦の健康管理が行政上実施されてきた。これによって母子の健康

の増進効果はあったものの必ずしも充分でない。この目的の達成のためには,

より早い時期に,とりわけ妊娠前に女子の健康管理が行なわれることが重要で

ある。妊娠前の保健指導並びに健康診査は,妊娠後母児を甚だしく障害すると思

われる各種疾患の対策上,新たに行政に取入れられなければならない課題であ

る。 


